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原子炉施設保安規定変更の補正に関する事前連絡について 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は，弊社事業につきまして格

別のご理解とご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

 さて，令和２年１１月２７日付，原子力発第２０３４１号（令和３年２月５日付，原

子力発第２０４１５号により一部補正）にて連絡した原子炉施設保安規定変更の補正に

つきまして，下記のとおり安全協定第１０条第１項第１号の規定に基づく事前連絡を致

します。 

 

敬 具 

 

 

記 

 

１．補正の理由 

原子炉施設保安規定変更認可申請後の原子力規制庁の審査を継続しているが，その審

査の過程で特重ディーゼル発電機が運転上の制限を逸脱した場合における要求される措

置の設定について一部記載を変更すること等が必要となったこと，令和３年１月１４日

に認可された保安規定の変更内容を反映する必要があることから，記載内容の一部を補

正する。 

 

２．補正の概要 

令和２年１１月２７日付事前連絡（令和３年２月５日付補正に関する事前連絡）にお

いて連絡した原子炉施設保安規定変更の記載内容の一部を補正する。 

 

 

 

以 上 


